
令和５年度 秋葉区自治協議会提案事業 

秋葉区自治協議会では、「きらめく秋葉区」に向けたまちづくりのために、地域コミュニ

ティの活性化や福祉、防災、文化振興など、様々な地域課題の解決につながる取り組みを

募集し、皆さんと協働で実施します。 

   【対象事業】 

   秋葉区内に主たる活動拠点を有する非営利のグループ・団体等（法人含む）が行う事業で、下記のＡまたばＢ 

   部門いずれかに該当し、①～⑥の条件を満たすもの（個人での応募はご遠慮ください） 
    

   Ａ部門 ： 市民力、地域力を生かし、地域課題の解決につながる事業 

   Ｂ部門 ：  秋葉区産のもち麦のＰＲや販売促進に資する事業 （今年度より、新たに募集します） 
    

   ①令和５年７月１０日（月）～令和６年３月２５日（月）に秋葉区内で開催するもの 

   ②自治協議会と企画段階から協働で実施できるもの 

   ③宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと 

   ④政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと 

   ⑤公の秩序又は善良の風俗に反するものでないこと 

   ⑥他の補助金等を受けていないもの  

   ※採択された場合、上限４０万円を事業実施後に委託料として支払います 

問い合わせ先 

   【説明会】 

   プロジェクトへ応募するには、説明会への参加が必須です。 

   プロジェクトの概要、申請書類の書き方など、自治協議会の委員が説明します。  

   ■【日時】６月１日（木） 午後７時開始                 

   ■【会場】秋葉区役所６階６０１会議室                ホームページはこちらから → 

   ■参加をご希望の方は、５月３１日（水）までに、FAX・メールで下記へお申し込みください 

   【お問い合わせ/申込先】 

    秋葉区自治協議会（事務局：秋葉区地域総務課 企画グループ）                                

    電話: 0250（25）5672  FAX: 0250（22）0228  電子メール: chiikisomu.a@city.niigata.lg.jp 

    ※募集要項・申請書類は新潟市秋葉区ホームページに掲載しています。ダウンロード可。 
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